
令和７年度沖縄県国民保護共同図上訓練

会 次 第

１ 開会

２ 訓練概要等説明

３ 関係機関等連絡調整会議運営訓練

４ 関係機関等による意見交換（訓練振り返り等）

５ 閉会

令和８年１月29日（木）
9時30分から16時00分まで

沖縄県庁４階講堂
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概 要時刻

（訓練参加者・参観者受付、訓練スケジュール説明）（30分）09:30～09:00

開会（訓練開会挨拶 玉城知事）（５分）09:35～09:30

訓練概要の説明（公室長・県危機管理課）（10分）09:45～09:35

＜公開＞
第１部 関係機関等連絡調整会議運営訓練【住民避難の検討】（130分）

・国の避難措置の指示（政府素案）の概要（内閣官房）（５分）
・沖縄県の避難の指示（案）の概要（沖縄県）（25分）
・市町村の避難実施要領（案）の概要（先島諸島市町村）（50分）
・関係機関からの意見等（50分）

11:55～09:45

第１部訓練講評（日本大学 中林准教授）（５分）12:00～11:55

休憩・第２部準備（75分）13:15～12:00

＜非公開＞
第２部 住民避難に関する意見交換等（145分）

・訓練振り返り
・成果と課題の抽出等

15:40～13:15

連絡事項（次年度の取組概要説明及び質疑応答等）（20分）16:00～15:40

閉会16:00

記者説明（ブリーフィング）（30分）17:00～16:30

訓 練 全 般 ス ケ ジ ュ ー ル
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１ 目的

事態認定前後の避難実施要領案等の検討及び認識共有を行い、国民保護措置の実行性の向上を

図る。

２ 訓練内容

(1) 日 時 ： 令和８年１月29日(木) 9：30～16：00

(2) 場 所 ： 沖縄県庁４階講堂、一部オンライン

(3) 主要訓練項目 ：

事態認定前の住民避難の検討に重点を置き、関係機関等連絡調整会議運営訓練を実施する。

令和４年度から令和７年度までの訓練検討を踏まえ、「輸送力の最大化・具体化」や「要配慮者の避

難」を重点課題として住民避難に係る検討会等で整理・検討してきた先島諸島の住民避難の考え方

等について、事態認定後の住民避難を見据えた関係機関等連絡調整会議を模擬し、検討状況等を確

認する。

３ 訓練参加機関 95機関
沖縄県、市町村（石垣市、宮古島市、多良間村、竹富町、与那国町）、内閣官房、内閣府、警察庁、

総務省、消防庁、外務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、海上保安庁、環境省、
第十一管区海上保安本部、防衛省、沖縄防衛局、沖縄県警察、指定（地方）公共機関、自衛隊等（その
ほかオンライン参加機関を含む）

訓 練 実 施 要 領
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訓 練 実 施 要 領

４ 内容

(1) 訓練想定
ア 国は、武力攻撃予測事態の認定に至るかどうか不明だが、先島諸島の住民を県外に避難させる可

能性もあると判断し、引き続き武力紛争を回避すべく外交努力を継続する一方、該当県に事前の連携
体制の構築等を依頼。

イ 県は、沖縄県危機管理対策本部を設置し、先島５市町村及び関係機関と避難に関する各種調整を
開始。

ウ 先島５市町村は、緊急事態連絡室を設置し、沖縄県及び関係機関と避難に関する各種調整を開始。

※国民保護に係る連携等について訓練するための仮定の想定であり、特定の事態を想定したものでは
ない。また、政府の対応の流れも実際には事態によって一様でない。

５ 訓練の中止について
(1) 訓練前及び訓練中において、自然災害の発生等、危機事象が発生した場合には、国及び関係市町

村と協議の上、本訓練を中止する。
(2) 中止判断基準

次のいずれかに該当する場合、訓練を中止又は縮小する。
ア 県内に警報級の大雨・洪水等や地震・津波等の危機事象が発生し、又は発生するおそれが生じた

ため、当該緊急事態に対処（災害警戒本部又は災害対策本部を設置）する必要がある場合
イ 北朝鮮による弾道ミサイル技術を用いた衛星発射事前通告などその他訓練実施が困難と予想され

る事態が発生した場合

5



平 素

行政避難なし

（一部自主的な避難は想定されうる）
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社会インフラは維持
武力攻撃は発生していない

※国民保護に係る連携等について訓練するための仮定の想定であり、特定の事態を想定したものではない。
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指定（地方）公共機関等の関係機関との調整・連携等

R8年度国重点訓練は、武力攻撃予測事態における各国民保護対策本部の運営、
避難誘導等の国民保護措置に関する図上及び実動訓練を実施
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R4年度～R7年度の訓練場面
（会議運営訓練）

行政避難

（先島諸島５市町村は島外（県外）避難）
（その他県内市町村は屋内避難）

※実際の状況の推移はこれよりも厳しいものとなり得る。

武力攻撃予測事態

訓練用
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